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全国青年税理士連盟
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Tel 03（3354）4162　Fax 03（3354）4095

あとがきあとがき
　みなさま、今回の全青連は
どうでしたでしょうか？
　不慣れな点もあり、例年と
変わらない構成となっており

るよう楽しい写真なども交え
ながら作成していきますので、
楽しみにしていてくださいね。
広報部長　山木田　篤則

ますが、会長をはじめとする皆
様の熱い意気込みはビシビシと
伝わったのではないでしょうか。
　次回も、皆様に楽しんでいけ
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三 青 会 担 当 委 員 会 古本　惠資（神奈川）
全 国 大 会 実 行 委 員 会 松田　匡司（千　葉）各　部 部長
会長等推薦審議委員会 坂本　和穂（近　畿）総務部 長谷川勝義（神奈川）
50周年記念事業実行委員会 坂井　昭彦（近　畿）経理部 戸塚　留名（東　京）
秋季シンポジウム実行委員会 山下　尚宏（近　畿）研究部 大竹　光男（埼　玉）
ホームページ運営委員会 大石　岳洋（岐　阜）
全 青 組 織 検 討 委 員 会 三谷　　智（近　畿）

組織部 森岡　　崇（近　畿）

税理士制度対策委員会 藤原　功子（近　畿）
厚生部 安藤　宣貴（名古屋）

税 制 対 策 委 員 会 海老名洋明（東　京）
法対策部 鈴木　茂和（東　京）

納 税 環 境 整 備 委 員 会 山田　隆一（近　畿）
国際部 太田　麻紀（名古屋）
広報部 山木田篤則（岐　阜）
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　全国青年税理士連盟の皆様、
こんにちは。東京大会にて、第
52 代会長に就任いたしました
神奈川青税の前田信哉と申しま
す。
　私は、2005 年の税理士試験
に合格した翌年に神奈川青税に
入会し、全国青税では 2010 年
に経理部長、2012 年に税制対
策委員長、2013 年に納税環境
整備委員長、2016 年には総務
部長を務めさせて頂きました。
入会の動機は、仲間づくりとい
う最も気軽なものでしたが、特
に全国青税の活動を通じて現在
の税理士制度が、本来あるべき
姿からほど遠い存在であると感
じるようになりました。全国青
税の規約（あまりご覧になった
方はいらっしゃらないかもしれ
ませんが、議案書やHPで確認
できます）には、目的として「国
民のための税理士制度の確立」
「国民のための租税制度の改善」
「会員の業務に有益な税法、会
計、経営等に関する研究活動」
を掲げており、本年度もその目
的達成のために、活動を行って
まいります。

１．あるべき税理士制度
　全国青税は、今から 51 年前
の昭和 42 年 7 月に浜松の弁天
島にて東京・大阪・名古屋の青

税と、横浜と東海地区の有志の
税理士が集まり、「税理士制度
の将来を純粋な精神で考えるの
は他には無い」という強い自覚
と信念を確かめ合い、夜を徹し
て語り「税理士制度の発展強化」
を目的に全国の青年税理士の巨
大なエネルギーと良識をここに
結集することを誓ったのが始ま
りです。
　全国青税の創立から 50 年余
り経った今、私たちの先輩方が
思い描いた「税理士制度、真に
国民のための税理士制度」は果
たして実現しているでしょう
か。全国青税の創立から現在ま
での間に、昭和55年、平成13年、
そして平成 26 年と 3 度の税理
士法改正が行われましたが、依
然として、「使命の明確化」や、
「あるべき資格制度」など私た
ち全国青税がかねてより主張し
てきた事柄については、なんら
解決しないまま現在に至ってい
ます。
　私たち全国青税では、平成
26 年改正の後、2 度にわたり
ミーティングを行い、税理士制
度のグランドデザインを描くべ
く、レポートをまとめてまいり
ました。本年度は、次なる税理
士法改正へ向けて、大きな視点
から、解決方法を模索し、真に
国民のための税理士制度となる
よう積極的に活動をしてまいり

ます。

２．あるべき租税制度
　2019 年 10 月には、消費税率
の 10％への引上げ、複数税率
及びいわゆるインボイス制度の
導入が予定されております。消
費税は、担税力に乏しく逆進性
に問題を残す税であり、基幹税
とすべきではありません。憲法
に立脚した応能負担原則を基本
とした担税力に優れた所得課税
を中心とし、資産課税などに補
完的に消費課税を適切に組み合
わせることが重要であります。
当連盟としては、低所得者に不
利になる消費税率の引き上げに
ついては反対をしてまいりま
す。また、いわゆるインボイス
制度についても、事業者に過度
な負担を強いられたり、免税事
業者が取引先から排除される可
能性があるため、導入してはな
らないと考えます。
　また、平成 30 年度の税制改
正では、これまでの措置に加え、
10 年間の措置として納税猶予
の対象となる非上場株式等の制
限の撤廃や、納税猶予割合の引
上げ等がされた特例措置が創設
されました。われわれ税理士の
主な顧問先である中小零細企業
にとっては、事業承継は喫緊の
課題であり、経営者にとって一

会 長 就 任 挨 拶

税理士制度の新しい扉を開こう！

� 会　長　前 田 信 哉（神奈川）
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番身近な存在である私たち税理
士が力を発揮するときでもあり
ます。事業承継に関しては、お
隣、韓国でも同様の制度があり、
10 月には京都の地にて韓国税
務士考試会の皆様とともに「事
業承継」をテーマに勉強会を開
催する予定です。

３．納税者権利憲章
　いうまでもなく、わが国では
申告納税制度を採用していま
す。申告納税制度は、納税者自
らが税法を正しく理解し、その
税法に従って正しい申告と納税
をするという、憲法がいうとこ
ろの国民主権の中の民主的な租
税手続きであります。裏を返せ
ば、このことは納税者には権利
があるということの表れでもあ
ります。国税通則法の目的規定
の改正と納税者権利憲章の制定
は、長年にわたる青税の悲願で
す。本年度も引き続き、その制
定に向けて行動するとともに、
国税通則法の改正、そしてマイ
ナンバー制度の運用など、納税
環境に大きな影響を与える制度
についても検討していきたいと
思います。
　特にマイナンバー制度につい
ては、現状では、事業者に情報
管理などで過度な負担を押し付
けている状況です。唯一の利点
と思われたマイナポータルも利
用率は低迷している状況です。
これでは、行政効率のみを重視
し、納税者軽視と言わざるを得
ない状況です。その点を厳しく
追及をしていきたいと思ってい
ます。

４．その他
　続いて組織の問題です。残念
ながら、私たちの仲間である、
全国青税の会員数は年々減少
しています。20 年前の 2割減、
10 年前の 1 割減と大変厳しい
状況を迎えております。この間、
税理士の登録者数は毎年増えて
いるにも関わらず、この様な状
況になっていることは、深刻に
受け止めなければなりません。
　組織力は運動の源泉です。青
税ほど、しがらみをうけずに、
まっすぐに納税者のことを思
い、税理士制度を考える団体は
他にはありません。本年度も引
き続き、全国青税に未加入の団
体や個人に接触を図り、全国青
税の魅力を伝え、仲間を増やし
ていく活動をしてまいります。
　その他、11 月 10 日に神戸で
開催されるシンポジウムでは、
各単位青税のメンバーが、それ
ぞれ研究成果をいかんなく発揮
して、皆で作り上げる一大イベ
ントです。また、来年 8月 4日
に予定している千葉大会は当連
盟の理念と連帯を確認する場で

す。実行委員会を中心として、
この二大イベントを一致団結し
て成功させたいと思います。
　来年、いよいよ 30 年間続い
た、平成という一つの時代が終
わります。昭和から平成にかけ
て、青税が 50 年以上守り続け
てきたもの、「憲法のもとでは
主権者はあくまでも国民納税者
であること、税理士資格はあく
までも国民のための資格制度で
あること」という、私たちの先
輩たちが守り続けてきた崇高な
理念はしっかりと引き継ぎ、新
しい時代の幕開けとともに、次
の 10 年に向けて、私たちの責
任世代が、青年らしい勇気と情
熱と行動力をもって、全力で取
り組んでまいります。
　最後になりますが、執行部に
対する会員の皆様からのご支
援、ご協力をお願い申し上げま
す。一年間、どうぞよろしくお
願い致します。
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総　務　部

部長　長谷川勝義
� （神奈川）
　総務部長を拝命しました神奈
川青税の長谷川勝義です。全国
青税の裏方として、各単位青税
及び各部・委員会との連絡調整
を行い、全青理事の活動しやす
い環境を作るように努力したと
考えています。
　特に全国組織だからできる活
動をおこなう法対策部や国際部
について微力ながらサポートを
行います。また、組織部と連携
して全国大会・秋季シンポジウ
ム・理事会のあり方や規約・規
則・規定についても再検討し、
今後も全国青税が発展していけ
る方法を模索します。昨年は、
出版会社の変更により会員に負
担なく、大きな経費削減を実施
しています。今年度も引き続き、
経理部と共に経費の適切な使用
について考えていきたいと思い
ます。その他三青会活動なども
積極的に取り組みます。そして、
当連盟の次なる 50 年の発展に
活かすために創立 50 周年記念
誌の発行を行います。
　はじめての全国青税の部長で
至らない点も多いと思います
が、一年間、会員の皆様のため
に少しでもお役に立てるよう努

力しますので、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

経　理　部

部長　戸 塚 留 名
� （東京）
　このたび経理部長を仰せつか
りました東京青税の戸塚留名と
申します。
　全国青税では初めての部長
職、しかも東京青税において経
理部長の経験がないのですが、
前任部長の平良さんはじめ、経
理部長を務められた先輩方が
「大丈夫だよ」とおっしゃって
くださったので、少しでもお役
に立てれば…との思いからお引
き受けいたしました。
　全国青税も年々会費収入が減
少するという大変厳しい状況に
あります。そのような中、どの
ようにすれば経費削減できるか
ということも理事会等で話題に
あがります。適正かつ迅速な会
計処理の遂行はもちろん、これ
まで諸先輩が築き上げられたも
のを大切にし、そのバトンを次
世代にリレーできるよう努力い
たします。
　前田会長のもと、真に国民の
ための税理士制度の確立のため
に、執行部の一員として微力な

がら頑張ってまいります。そし
て私自身も充実した楽しい一年
を過ごしたいと思います。
　どうぞよろしくお願い申し上
げます。

研　究　部

部長　大 竹 光 男
� （埼玉）
　この度、研究部長を拝命致し
ました埼玉青年税理士連盟の大
竹光男です。
　一年間、どうぞ宜しくお願い
致します。
　昨年の森執行部においては、
埼玉青年税理士連盟の代表幹事
を務めておりました。
　さて、研究部は、全国青年税
理士連盟（以下「全国青税」と
いう）の行事である「秋季シン
ポジウム」の取り纏めを行いま
す。日頃の研究成果を全国青税
の会員である各単位青税が、全
国青税としてひとつのテーマを
決めて、それぞれの切り口から
研究発表する場であり、地域性
や組織の団結力も問われる場で
もあります。
　今年 2018 年は、山下実行委
員長が中心となって、神戸にお
いて秋季シンポジウムが行われ
ます。日頃の研究成果・団結力

部長就任挨拶・抱負
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を遺憾なく発揮して頂きたいと
思います。また、来年の 2019
年は埼玉の地で開催する予定と
なっています。場所等について
は未定ですが、こちらも合わせ
て皆様方のご協力を仰ぎながら
進めたいと思いますので、宜し
くお願い致します。
　秋季シンポジウムの運営方
法・開催方法等については、そ
れぞれの単位青税のご事情を考
慮しながら、永続性を持たせる
ための施策を色々なご意見を頂
き、全国青税として考えていき
たいと思います。

組　織　部

部長　森 岡 　 崇
� （近畿）
　近畿青年税理士連盟の森岡崇
です。昨年近畿青年税理士連盟
の代表をさせて頂いてこれで終
わりと思っていたのですが縁が
あって組織部長の大役をさせて
頂くこととなりました。全国青
税の執行部は今回が初めてで
す。
　組織部では会員拡大、未加入
の青年税理士の団体の勧誘を主
に活動しています。会員拡大に
ついては、各単位青税間で情報
共有をし組織拡大につなげれる
よう活動します。また、未加入
の青年税理士の団体に対して
は、近年接触をしている団体に
ついては引き続き接触を図るよ

うにし、その他各地方の団体
に対して接触を図れるように組
織部から発信していくつもりで
す。
　組織の問題は、青税だけでは
なく税理士会、他団体にも同様
に発生している問題です。所属
税理士の増加が原因かどうかわ
かりませんが、税理士会本会に
おいても若手がなかなか出てき
てくれない等々の声を多くの場
所で耳にします。これらの問題
についても検討していく必要が
あるように思います。
　色々と問題が多いですが、全
国青税の組織がさらに充実する
ように尽力してまいりますの
で、一年間、どうぞよろしくお
願いいたします。

厚　生　部

部長　安 藤 宣 貴
� （名古屋）
　厚生部長を務めさせていただ
くことになりました、名古屋青
税の安藤宣貴です。名古屋では
青税に入会して数年が経過し
様々なことを経験させて頂きま
した。この度全国青税でもこの
ような機会を頂けるとは、あり
がたい限りです。
　厚生部ではおおよそ毎月行わ
れる理事会後の懇親会が活動の
場所となっております。各単位
青税のみなさんとの交流を図
り、親睦を深めて頂くことが厚

生部の目的です。みなさんの理
事会で熱くなった頭や気持ちを
懇親会でリフレッシュさせてし
ていただこうと思っています。
　また、初めて理事会にお越し
いただく会員の方もいらっしゃ
ると思います。その方がまた次
回からも理事会に行こうと思っ
ていただけるようにもフォロー
したいですね。
　全国青税の厚生部という活動
範囲の中ですが、私にできる全
国青税の組織の活発化を少しで
もお手伝いできればと心がけ、
声を張り続けたいと思います。
若輩者で無礼ご迷惑をお掛けい
たしますが、１年間よろしくお
願いいたします。

法 対 策 部

部長　鈴 木 茂 和
� （東京）
　皆さんこんにちは。この度、
法対策部長を拝命いたしました
東京青税の鈴木茂和です。全国
青税で部長職は初めてとなりま
すが、納税環境整備委員長、税
制対策委員長の経験を活かし、
一年間努めて参りたいと思いま
す。
　法対策部では今年度、税理士
制度対策委員会、税制対策委員
会、納税環境整備委員会の３つ
の委員会を設置いたしました。
まず、１つめの税理士制度対策
委員会ですが、次なる税理士法
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改正へ向けて現行法の諸問題を
研究し、あるべき税理士制度の
実現へ向けて積極的に行動しま
す。さらに、２つめの税制対策
委員会では引き続き、あるべき
租税制度の確立に向けて行動し
ます。間近に迫っている消費税
率の引上げ、消費税の複数税率
の導入には反対する要望書の提
出を考えております。そして、
納税環境整備委員会では、青税
の理念に沿った納税者権利憲章
の周知・広報活動を行い、また、
国税通則法等の改正、マイナン
バー制度、国税不服審判所のあ
り方など納税者の権利擁護に影
響を及ぼす諸問題についても検
討を行います。
　法対策部では研究及び検討す
べき項目が多いので、委員長そ
して部員と力を合わせて行動し
ていきたいと考えております。
一年間どうぞよろしくお願いい
たします。

国　際　部

部長　太 田 麻 紀
� （名古屋）
　今年度国際部長を拝命しまし
た、名古屋青税の太田麻紀と申
します。
　全青税の理事に初めて就任し
たのは、5年ほど前。それから
少しずつ全青税の活動を知り、
国際部員を務めさせていただい
たのが 3年ほど前。その時は何

も分からず、当時の部長に言わ
れたことをやる…それのみでし
た。そして今年度、前田会長か
らお話をいただき、不安でいっ
ぱいでしたが、引き受けさせて
いただきました。
　国際部の活動のメインは、友
好団体である韓国税務士考試会
との交流です。みなさんもご承
知の通り、毎年勉強会を開催し
ています。今年度は日本での開
催であり、テーマは、「事業承
継税制」です。日本では最近改
正もされ、以前よりは利用しや
すい制度となったと感じる方も
多いのではないでしょうか。し
かし、他国の同様な制度を学ぶ
ことにより、日本の制度の問題
点等も改めて見えてくることで
しょう。
　また、今年度は改めて各国の
税理士制度についても研究して
いく予定です。何らかの形でそ
の研究成果を会員の皆様にお伝
えすることができればと考えて
おります。
　この一年間、副部長・部員の
方々の力をお借りしながら、乗
り切りたいと思います。どうぞ
よろしくお願い致します。

広　報　部

部長　山木田篤則
� （岐阜）
　この度、広報部長を仰せつか
りました岐阜青税の山木田篤則

です。単位青税でも数回しか広
報誌の担当をした経験が無く、
全く勝手のわからない状態では
ございますが、前田会長のお役
に立てるよう頑張っていきたい
と思っております。
　広報部の具体的な業務は、会
報誌の発行とホームページのメ
ンテナンスです。会報誌は年 3
回の発行を予定しています。内
容につきましては会員の皆様が
関心を抱きかつ分かりやすい
書面作成に心がけていきます。
ホームページについては、岐阜
の大石委員長が担当し、ブログ
の更新を含めて頑張っていただ
くことになっております。会員
の皆様には、こまめにホーム
ページやブログをご覧になって
いただけるならば幸いです。
　広報ですので、皆様に原稿依
頼をさせていただくことが多々
ございますが、その際には快く
お引き受けいただけると大変あ
りがたいです。
　一年間どうぞよろしくお願い
いたします。
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�
日税連担当委員会

� 委員長　森 　 智 之
� （東京）
　日税連担当委員長を仰せつか
りました森智之です。
　昨年度は会長として「日税連
の機構改革に関する要望書」の
提出や、日税連執行部との懇談
会において、会長選挙の在り方
や税理士個々人の意見が日税連
の意思決定に反映されるような
組織形態に改めるべきなど、日
税連の機構改革について訴えま
した。
　次なる税理士法改正、あるべ
き租税制度の実現を考える上
で、日税連の機構を民主的なも
のに改革していくことが非常に
重要であると考えています。そ
のためにも、今年度も年 4回開
催される日税連理事会の傍聴
や、日税連定期総会及び日税政
定期大会の傍聴を行い、その動
向を注視していきます。また、
日税連執行部との懇談会を開催
し、我々の意見が反映されるよ
うに意見要望を行う予定でおり
ます。この一年間、これらの活
動を通じて知り得た情報を会員
の皆様にお届けし、委員長とし
ての役割を担っていきたいと考
えております。どうぞよろしく
お願い申し上げます。

�
三青会担当委員会

� 委員長　古 本 惠 資
� （神奈川）
　青税４年目、三青会イベント
参加０回、全国青税理事会参加
３回、シナリオ賞１回、という
実績だけで、この役に就く事に
なりました。前田会長との会話
は「この役やって」が最初で
す。上記の通り、全青での活動
経験がほぼゼロな私で、正直、
この役が何をやるのか、この役
に求められるものが何なのか
が、さっぱりわかっていない状
態です。が、やるからには、会
と会員の皆さまに貢献できるよ
う努めていきたいと考えており
ます。「こういった事を三青会
で聞いてみてほしい、やってほ
しい」といった、ご意見、ご要
望を頂戴できれば幸いです。特
に無ければ、「配布資料を PDF
にする簡単なお仕事」で終わっ
てしまうかもしれませんので、
何卒よろしくお願いします。

�
全国大会実行委員会

� 委員長　松 田 匡 司
� （千葉）
　みなさん、こんにちは、2019
年第 52 回全国大会実行委員長
を担当させていただくことにな
りました千葉青税の松田です。
前回は 2012 年、舞浜のシェラ
トンホテルで開催しました。来
年は 8月 4日（日）新浦安のブ
ライトンホテルで開催します。

　7年ぶりの開催ということで
当時の記憶は忘却の彼方にある
のと限られた千葉青税会員で準
備を進めていくのは相当な無理
があり、幹事会でも抵抗があり
ましたが、亀川会長の千葉大会
開催に向けての熱い想いもあり
千葉大会を請けた次第です。
　そのような状況なので、最小
限の手間で最大の成果が上げら
れるよう準備を進めていく予定
ですが、至らない点も多々ある
かと思います。
　会員のみなさんのご理解とご
協力（特に動員）を頂き、明る
く楽しく盛り上げていきたいと
思います。どうぞよろしくお願
いします。

�
会長等推薦審議委員会

� 委員長　坂 本 和 穂
� （近畿）
　会長等推薦審議委員長を拝命
しました、近畿青税の坂本和穂
です。近年、全国青税では４年
前の会長が会長等推薦審議委員
長に就任し、次年度の会長を選
出するとともに全国青税からの
表舞台からは姿を消すというの
が慣例になっています。
　私のような出来のよくない、
大した実績も残せていない人間
が４年前の会長だったというこ
とを知っている人も少なくなっ
てきたとは思いますが、全国青
税の会長にふさわしい方を推薦
して最後の職務を全うできれば
と考えています。
　全国青税会長を経験した感じ
たことの一つに、全国青税の活

委員長就任挨拶・抱負
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動は各単位青税の理解と協力の
元に成り立っているということ
があります。今年度の委員会活
動においても各単位青税のみな
さまに大変お世話になることが
予想されますが、何卒ご協力い
ただきますよう、よろしくお願
いいたします。

�
50周年記念事業実行委員会

� 委員長　坂 井 昭 彦
� （近畿）
　昨年度に引き続き三期目の全
青税 50 周年記念事業実行委員
長を拝命しました坂井昭彦で
す。一昨年度は名青税の全国大
会実行委員会の皆様、坂田純一
先生、そして歴代会長の皆様の
ご協力のもとで記念勉強会と記
念式典を開催し、昨年度は実行
委員会の皆様の多大なるご尽力
ご協力のもとで記念誌の編纂と
記念サイトの構築を同時並行に
進めて参りましたが、今年度は
いよいよ記念誌の発刊と記念サ
イトの公開、並びに記念サイト
の維持更新マニュアルの整備等
を実施し、50 周年記念事業と
しての活動を完結させたいと考
えております。なお、記念誌発
刊にあたっては、実行委員会の
皆様はもちろんのこと、単位青
税代表の皆様、過去会長の皆様、
理事監事の皆様、友好団体や学
者先生の皆様方他、多方面にわ
たり多大なるご協力をいただき
ました。この場をお借りして厚
く厚く御礼申し上げます。ラス
トスパート頑張りますので一年
間どうぞよろしく御願い致しま
す！m(_�_)m

�
秋季シンポジウム実行委員会

� 委員長　山 下 尚 宏
� （近畿）
　昨年の研究部長から横滑りで
秋季シンポジウム実行委員長に
就任しました近畿青税の山下尚
宏です。秋季シンポジウムは、
前年度から準備をしていき、新
執行部の元で開催されますの
で、非常に居残り感が強いです
が、開催に向けて全力で取り組
む所存でございますので、皆様
のご協力ご支援何卒よろしくお
願いいたします。
　さて本年は、11 月 10 日（土）
に関西三都の一つである神戸市
中央区にあるＡＮＡクラウンプ
ラザホテル神戸で開催されま
す。会場は新幹線の新神戸駅と
直結しておりますので、非常に
交通の便もよく、会場の近くに
は観光名所である異人館街もあ
ります。また神戸市の中心地で
ある三宮や中華街のある元町に
もアクセスが良い立地となって
おりますので、ぜひご参加のほ
どよろしくお願いいたします。

�
ホームページ運営委員会

� 委員長　大 石 岳 洋
� （岐阜）
　委員長――委員会を代表し、
統轄、指揮する人（大辞林第三
版）。・・・響きからしてなんか
凄そうで、学生時代クラスの
何々委員とか一度もやらずに過
ごしてきた小生にとっては、お
話を頂いた時から本当に畏れ多
く、まるで夏場の稲●●二さん
の様にヤバイナコワイナ～と怯

えながら今日に至っています。
　ただし怯えながらも、お受け
した以上は前任の田中委員長は
じめ先輩方に倣い精一杯ホーム
ページの管理運営に当たりたい
と思います。広報誌やブログへ
の原稿依頼等をさせて頂くこと
がございましたら、何卒ご理解
とご協力を頂き文章やお写真を
お寄せ下さいますようお願い申
し上げます。
　自己紹介が最後になってしま
いましたが、平成最後のホーム
ページ運営委員長を拝命致しま
した岐阜青税の大石岳洋と申し
ます。初の全青税のお役という
ことで不惑のルーキーです。分
からないことだらけでご迷惑を
お掛けすることもあるかもしれ
ませんがどうぞよろしくお願い
致します。

�
全青組織検討委員会

� 委員長　三 谷 　 智
� （近畿）
　今年度、全青組織検討委員長
を務めます近畿青税の三谷智で
す。
　この委員会は、全青税が今後
ますます発展するためには何が
必要か、何を変えなければなら
ないのか、ということ全青の「内
部」から見直すことが活動の柱
です。
　その一つが全青税の 2大事業
である、「全国大会」及び「秋
季シンポジウム」のあり方の検
討です。開催までの苦労はあり
ますが、終えた後の達成感は何
ものにも代えられません。しか
し、若い新規入会者の減少によ
る実働会員への負担増や動員目
標の達成など、実施に際し、各
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単位青税への負担が大きくなっ
てきていることも事実です。全
青税会員が一堂に集えるこの貴
重な機会をどのように維持、発
展させるか、一から検討をした
いと考えております。
　また、連盟規約、部・委員会
の見直しや各単位青税が全青税
に加盟する意義や必要性を再確
認し、全青税の更なる組織強化
へ繋げられるよう進めて参りま
すので、皆様のご協力よろしく
お願いを致します。

�
税理士制度対策委員会

� 委員長　藤 原 功 子
� （近畿）
　このたび、税理士制度対策委
員長を仰せつかりました近畿青
税の藤原功子です。全国青税理
事として活動に参加するように
なって 4年目になりますが、こ
れまでずっと法対策部一筋で
やってまいりました。今年度は
税理士制度対策委員長を拝命
し、大きなプレッシャーを感じ
ていますが、精一杯取り組む所
存でございます。
　さて、少子高齢化時代の中、
税理士会では受験者数の減少を
食い止めるべく若年層へのア
ピールの必要性などが議論され
ています。その中で、受験資格
の見直しも検討すべき事項と考
えられます。今年度の税理士制
度対策委員会では、2017 年仙
台・名古屋ミーティング第一分
科会での議論をたたき台にし
て、次なる税理士法改正へ向け
て全国青税としてより良い提言
ができるよう意見集約をしたい
と思います。どうぞよろしくお
願い申し上げます。

�
税制対策委員会

� 委員長　海老名洋明
� （東京）
　税制対策委員長を拝命しまし
た、海老名洋明と申します。
　私は、6年前に東京青税に入
会し、ここ 3年は税制調査部員
として税制改正要望書や意見書
の作成に携わっています。ま
た、青山学院大学で開催される
研究部主催のディベート大会に
毎年参加しています。そのテー
マは、「配偶者控除制度を廃止
すべきか否か」「日本に一般的
租税回避行為否認規定を導入す
ることの是非」「不動産所得を
廃止することの是非」といった、
法対策部においても議論の対象
となるものばかりです。税制に
対して問題意識を持ち、あるべ
き税制を日々考えているつもり
です。
　第 1回法対策部会にて、要望
書の作成にあたっては思想信条
に関わるデリケートな問題も含
むので、多くの理事の声を聞い
て、皆が納得する要望書を提出
できるよう努力したい旨、申し
上げました。前田会長、鈴木法
対策部長のもと、1年間精一杯
務めさせて頂く所存でございま
すので、何卒宜しくお願い致し
ます。

�
納税環境整備委員会

� 委員長　山 田 隆 一
� （近畿）
　前年の税理制度対策委員長に
引き続き、本年度、納税環境整
備委員長を務めます近畿青税の

山田隆一です。どうぞよろしく
お願いいたします。
　さて近年、財務省は「納税者
利便の向上」、「適正公平な課税
の実現」等を中期目標に掲げ、
諸外国の事例を参考にして、Ｉ
ＣＴやＡＩの活用を模索してい
る状況ですが、納税者の権利擁
護（権利利益の保護）の視点が
議論の外となっていると感じま
す。この点に関し、以前より全
国青税で主張していた、納税者
権利憲章の必要性を改めて発信
していきたいと考えています。
そのために、前年度に提出した
納税者権利憲章の要望書をベー
スに、より一層の議論を重ねる
とともに、対外的な周知・広報
活動をしていきたいと考えてい
ます。
　また、納税者の権利救済制度
の一環としての、国税不服審判
所の在り方やマイナンバー制度
などについても議論をしていき
たいと考えております。
　一年間どうぞよろしくお願い
いたします。
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東京青年税理士連盟

� 会長　高橋千亜紀
　東京青年税理士連盟会長の高
橋千亜紀です。昭和 37 年 3 月
に当連盟が設立されて以来、50
人目の会長として受け取った襷
の重みは、日々感じております。
当連盟は会員相互の研修と親睦
を通じ、組織の拡充を続け、現
在、準会員も含めて総勢 500 名
程が在籍しています。
　今年の東京青税執行部は「楽
しくなければ青税じゃない」を
キャッチフレーズに様々な活動
に取り組んでおります。任意団
体において、仕事が終わった後
に集まり税理士法や税制につい
て学び、議論し、部会や役員会
で仲間と同じ時間を過ごすこと
を、楽しいと思えない会では存
続は叶いません。青税に参加し
たら楽しかった、と一人でも多
くの会員に感じてもらえること
が今年の目標です。
　もちろん楽しいだけではな
く、各々の税理士業務に生かせ
るよう税理士制度を深く学び、
税理士制度の未来を検討しま
す。また、あるべき税制につい
て調査研究してまいります。
　今年も当連盟から全国青税の
重要な役職、理事へ多くの会員
を送りこんでいます。楽しくな
ければ青税じゃないという気持
ちをもって、全国青税の様々な
活動にも積極的に参加を募って
ゆきたいと思っています。
　それでは、一年間どうぞよろ
しくお願いいたします。

近畿青年税理士連盟

� 会長　和 田 泰 裕
　2018 年 6 月に第 54 代の代表
幹事に就任しました京都の和田
泰裕です。よろしくお願い致し
ます。私は本年度の近畿青税の
スローガンを「君よ、税理士
の魅力を語れ」としています。
AI の登場などにより税理士は
将来消える職業といった情報が
世に流布していますが、「そう
ではない！税理士はまだまだ魅
力に溢れ、可能性に満ち溢れ、
いっそう世に必要とされる存在
となる。税理士の魅力を各々が
周りへ語ろう！これから税理士
を目指す者が夢を描くことので
きる素晴らしい仕事であること
を伝えよう！魅力を語るにふさ
わしい制度であるために、皆で
考えよう！」という熱い思いを
持って事業活動に邁進しており
ます。本年度も、大阪・京都・
兵庫・和歌山・奈良・滋賀の 6
支部が力を合わせ、全国へより
一層の存在感を打ち出せるよう
励む所存です。
　本年度も全国青税の役職に多
くの会員を輩出しております。
まずは何と言っても、11 月 10
日（土）に秋季シンポジウム「こ
こが変だよ日本の税制」が神戸
にて開催です。山下尚宏実行委
員長、辻田学事務局長のもと、
近畿青税一丸となって準備を進
めておりますので、皆様のマス
トのご参加をお待ちしておりま
す！

名古屋青年税理士連盟

� 会長　妹 尾 明 宏
　皆さん、おはようございます。
名古屋青年税理士連盟の会長を
務めております妹尾明宏（せの
おあきひろ、乙女座O型）です。
よろしくお願い致します。
　名古屋青税は、①会員相互の
親睦、②税法その他の研修、③
税理士会の発展並びに税理士の
社会的地位の向上という３つの
目的をもって活動しています。
研修会の開催や 1年の研究成果
を発表するシンポジウム、地元
大学生とのディベート大会をは
じめとする研究活動を行いなが
ら、家族を含めた夏季懇親会や
新入会員歓迎会など各種イベン
トで親睦を図り、大学での職業
セミナー開催やこれらの活動を
ブログやホームページで随時配
信するなど広報活動なども忘れ
ずに、勉強も遊びも全力で元気
に楽しく活動しています。
　長い間、正会員としての定年
を 40 歳としてきましたが、前
回の定時総会において定年を
45 歳とする規約改正を行いま
した。改正後の現在、正会員が
約 150 名で、卒業後の賛助会員
を含めると 550 名程度です。規
約改正を機に、更に積極的、活
発な活動を展開していきたいと
考えています。

単 位 青 税 代 表 紹 介

Page-11

単位青税代表紹介



18
0

神奈川青年税理士連盟

� 会長　杉 浦 大 介
　本年度、神奈川青税の代表幹
事を務めさせていただいており
ます杉浦大介と申します。年齢
制限がないため、ベテランから
新合格者まで、現在約 150 名の
幅広い世代の会員で構成されて
おり、アットホームな雰囲気の
中、勉強会や厚生行事を行って
います。
　今年度は「Far�Togather�～
みんなで力を合わせて遠くを目
指せ～」をテーマに掲げました。
税理士制度に関する勉強会や、
秋季シンポジウム・税制改正意
見書作成に向けた税法の研究か
ら、日ごろの事務所の経営や実
務に関する悩みまで、青税の仲
間で力を合わせて、相談し助け
合い、楽しみながら絆を深めて
いきたいと思っています。
　１年間どうぞよろしくお願い
いたします。

埼玉青年税理士連盟

� 会長　酒 井 哲 也
　全国青年税理士連盟の皆さ
ん。初めまして、埼玉青年税理
士連盟の代表幹事を務めること
になりました酒井哲也と申しま
す。
　埼玉青税は昭和 52 年に設立
され、平成 29 年には設立 40 周
年を迎えることができました。
現在、会員・準会員合わせて約
70 名で活動しています。人数
は少ないですが、会員間の結び
つきが強く、アットホームな雰
囲気が埼玉青税の特徴です。今
年度は、会員数の減少に歯止め

をかけるために、研修の充実や
ホームページを利用した情報発
信により、会員の満足度向上と
新入会員獲得を目標に会員同士
力を合わせて活動しています。
　来年 11 月には 9 年ぶりに埼
玉で秋季シンポジウムが行われ
ます。大竹実行委員長を中心と
して埼玉青税の会員が一致団結
して皆様をお迎えしたいと思い
ますので、ぜひ埼玉の地に足を
お運びください。
　では、一年間よろしくお願い
いたします。

千葉青年税理士連盟

� 会長　亀 川 貴 之
　昨年度に引き続き、千葉青年
税理士連盟の会長を務めており
ます亀川貴之です。
　千葉青年税理士連盟は現在、
約 80 名の会員で活動しており
ます。会員に年齢制限はなく、
若手からベテランまで幅広い年
齢層の方々が活動に参加してお
ります。また地域による入会制
限はなく、千葉県近郊の税理士
試験合格者であればどなたでも
入会できます。
　現在の課題は会員数の増強で
す。近年、税理士試験合格者が
減る厳しい状況ではあります
が、入会者をできるだけ増やし、
魅力ある行事を行うことで、既
存会員の退会者も減らし会員数
の純増につなげたいと思いま
す。
　来年 8月には千葉で全国大会
も行われます。会員一同一体と
なって素晴らしい大会を作り上
げたいと思います。来年は是非
千葉までお越しください。
　最後になりましたが、一年間

会員にとって魅力のある、楽し
める組織づくりを目指していき
たいと思います。皆さまどうぞ
よろしくお願いいたします。

岐阜青年税理士連盟

� 会長　市 川 公 一
　平成 30 年度岐阜青年税理士
連盟会長の市川公一と申しま
す。岐阜青税は、正会員 50 名、
準会員を合わせても約 100 名の
全国でも小規模の単位青税で
す。単位会としては小規模です
が、親睦と研修を中心とした活
動はとても活発でありここ数年
においては例会の参加率も 6割
～ 7割と会員同士の結束力も非
常に強いものとなっておりま
す。平成 28 年 7 月には創立 40
周年を迎え、現在 42 年目の歴
史ある団体で、なんと親子で入
会されている会員も複数いま
す。現在も創立時の目的のまま、
税法その他の研修、会員相互の
親睦、社会貢献活動を 3本柱に
活動をしております。
　今年度は岐阜青税からは山木
田広報部長、大石ＨＰ委員長が
全青税の役職に就任しておりま
す。今年度も全青税を盛り上げ
ることができるよう、尽力して
いきたいと思っておりますの
で、一年間よろしくお願いしま
す。
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　2018 年 8 月 4 日、全国青年
税理士連盟第 51 回定時総会（東
京大会）がハイアットリージェ
ンシー東京にて開催されまし
た。総会は 14 時 45 分より、上
野元意会員、川野歩美会員（東
京青税）の司会のもと、小山栄
一会員（東京青税）の開会の辞
により開会されました。まず、
司会者より来賓の方々が紹介さ
れました。次に、議長として菅
原祥元会員（東京青税）、福島
重典会員（近畿青税）､ 大沢優
子会員（神奈川青税）の 3人が
選出され、議事が始まりました。

議案審議
　第 1 号議案（2017 年度事業
報告承認の件）は紺野貴子総務
部長（東京青税）より 2017 年
度の事業活動が説明され、第 2
号議案（2017 年度決算承認の
件）は平良夏木経理部長（東京
青税）より決算の報告がなされ
ました。続いて決算について、
櫻井繁樹会計監事（近畿青税）
より会計監査報告がなされまし
た。質疑に入り、植木心一会員
（近畿青税）より森友学園問題

ついて声を上げてほしかったと
の要望がありました。髙栁律彦
会員（神奈川青税）より一般会
計貸借対照表の未収入金の内訳
と一般会計正味財産増減計算書
と一般会計収支計算書の事務局
費の金額の違いについて質問が
あり、平良夏木経理部長より、
未収入金の内訳は財産目録に記
載あり、事務局費の違いは減価
償却費である旨の説明がありま
した。その後、議長は採決に入
り、第 1号議案並びに第 2号議
案ともに賛成多数で可決されま
した。
　第 3号議案（役員改選の件）
は坂井昭彦会長等推薦委員長
（近畿青税）より推薦の経緯、
推薦者の経歴等が説明されまし
た。続いて新役員の名簿が配布
され、前田信哉新会長（神奈川
青税）をはじめとする新役員が
満場の拍手で承認されました。
そして新旧執行部席の交代の
後、前田信哉新会長をはじめ新
役員の紹介が行われました。
　第 4 号議案（2018 年度事業
計画承認の件）は長谷川勝義新
総務部長（神奈川青税）より、

第 5 号議案（2018 年度収支予
算書承認の件）は戸塚留名新経
理部長（東京青税）より議案提
案がなされました。質疑に入り、
足達恒夫会員（神奈川青税）よ
り、全青会費について値上げの
前に経費削減の要望があり、前
田信哉新会長より前期の全国青
税運営会議の議論を踏まえて引
き続き経費削減の努力をしたい
旨の説明がありました。さらに、
永岡稔会員（近畿青税）からは
国際部の今後の活動について台
湾における納税者権利保護の状
況把握するために、台湾の税務
代理資格者団体との交流ついて
の要望とそれに対する執行部の
見解を求める質問がありまし
た。前田信哉新会長より台湾に

第 51 回　定時総会報告（東京大会）
新会長は前田信哉会員（神奈川青税）

森前執行部の着座議長団

森前会長の挨拶
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青年の団体があれば交流を図り
たい、そしてまずは台湾の税務
団体について調査研究からはじ
めたい旨の説明がありました。
荻野弘康会員（東京青税）から
税理士法に関する基本要綱につ
いて執行部は会の基本理念を確
かめてスタートしてほしいとの
要望がありました。有馬英雄会
員（東京青税・神奈川青税）か
ら重複する全国青税会費につい
ての質問があり、前田信哉新会
長より現状に至る経緯の説明が
あり、今年度全国青税の組織の
検討委員会を作るので、その場
で検討したい旨の説明がありま
した。林高宏会員（個人会員）
から「税制改正に関する要望書
の「任意調査」においては例外
なく事前通知を行うこと」とい
う部分について実現可能なもの
にしてほしいとの要望があり、

前田信哉新会長より全国青税は
理想を追求するものであるが戦
略的にも対応したい旨の説明が
ありました。小野浩道会員（東
京青税）から納税者に感謝し納
税者権利憲章を進めて行くべき
であり、税理士法について納税
者の目線で考えてほしい旨の要
望がありました。その後、議長
は採決に入り、第 4号議案並び
に第 5号議案ともに賛成多数で
可決されました。
　最後に、第 6号議案（大会宣
言採択の件）が柴山直子会員（東
京青税）によって読み上げられ、
満場の拍手をもって採決されま
した。
　総会の議案審議が全て承認可
決され、議長団は議長席から降
壇しました。
　新会長の挨拶として、前田信
哉新会長より、今年度 1年間の

活動方針の抱負が熱く語られま
した。
　続いて、ご来賓の方々より祝
辞をいただきました。ご来賓と
しまして、日本税理士会連合会・
神津信一会長、東京税理士会・
西村新会長、韓国税務士考試会・
郭薔美会長権限代行、青年法律
家協会弁護士学者合同部会・北
村栄議長、全国青年司法書士協
議会・石川亮会長、税経新人会
全国協議会・土屋信行理事長と
多くの方々にご臨席を賜りまし
た。
　最後に、𠮷田将太新副会長（神
奈川青税）の閉会の辞により全
国青年税理士連盟第 51 回定時
総会が無事終了しました。
� （総務部長　長谷川勝義）

基調講演

新執行部
前田新会長就任挨拶

神津信一日税連会長 郭薔美会長権限代行

来賓挨拶
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　2018 年 8 月 4 日土曜日全国
青年税理士連盟東京大会が、新
宿のハイアットリージェンシー
東京にて開催されました。とて
も暑い東京に 300 人超の皆さん
にお集まり頂き、心より感謝申
し上げます｡ ほんとにありがと
うございました｡
　東京青税の仲間である森さん
率いる、森執行部の有終の美を
飾る場、前田新執行部の船出と
なる場にふさわしい会とするた
めには、どうすべきかと試行錯
誤の 17 ヶ月間でした。
　基調講演では「北野税法学と
憲法～あるべき税制・税理士制
度のために」として、納税者の
権利を擁護する税理士制度、税
制がどうあるべきかを学びまし
た。北野税法学にはじめて接し
た皆さんに、税法を憲法の視点
から体系的に理論展開していく
といった考え方のエッセンスを
お伝えする機会を作ることがで
きました。
　定時総会では、この森執行部
一年の総括となる熱い議論がお
こなわれました。森執行部の１
年が終わり、そして前田新執行

部が生まれました。その事業計
画等についても熱い議論、叱咤
激励、エールと共に新しい 1年
のスタートとなりました。森執
行部までの 50 年間の歴史、考
え方をしっかりと継承し、次の
50 年のスタートとなるそんな
定時総会となりました。
　懇親会にも来賓の皆様、多く
の会員の皆さんのご参加をいた
だき、大いに盛り上がる事がで
きました。余興を担当した東京
青税のライトミュージック＆ダ
ンス同好会のメンバーには、長
期にわたり準備して頂き心より
感謝申し上げます。自画自賛に
なりますが素晴らしいパフォー
マンスでした。また、来賓の
方々、全国の単位青税の皆さん
にもパフォーマンスに参加いた
だき、大変盛り上がったと思い
ます。懇親会全体では名古屋青
税はオープニングの動画作成、
近畿青税によるシンポジウム
PR、千葉青税による全国大会
PR、神奈川青税によるダンス
参加、岐阜青税・埼玉青税から
演奏者としての参加と全国の青
税で作り上げた全国大会になり

ました。
　青税に入って以来、感じて
いる青税のスピリットである
「しっかり学び、しっかり議論
し、しっかり遊ぶ。」のすべて
が詰まった一日とする事ができ
ました。
　当日は実行委員長として客観
的な視点で見ることができず、
全体の懇親会の時間短縮対応や
トラブルの対応（楽器が手元に
無い！等）もありましたが、終
演後に多くの方から「良かった
よ。」と言う言葉を頂けて、心
底ホッ！としました。
　今まで青税行事にはいろいろ
な形で関わってきましたが、か
なり重たい仕事でした。その任
務を果たせたのも、全国大会準
備に関わってくれた仲間がいて
くれたからこそです。素晴らし
い仲間に囲まれて私は幸せでし
た。そのおかげさまを持ちまし
て、無事に全国大会を終えるこ
とができました。ありがとうご
ざいました。

☆☆全国青年税理士連盟第51回東京大会開催にあたり、ご寄付をいただいた皆様☆☆

東京大会総括
　～ありがとうございました～
� 東京全国大会実行委員長　手 塚 久 雄

� （平成 30年 7月 1日以降受付分・順不同・敬称略）
●神奈川青税　1名匿名　●近畿青税　2名匿名　●埼玉青税　渡邉和美、藤田道子、津島良敏、
長谷部健一　●千葉青税　須藤信一、桐谷美千子　●東京青税　高橋千亜紀、佐藤辰人、坂下
眞一郎、平井智子、岩田俊一、鈴木章太、沖本和也
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全国青年税理士連盟
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-8 代々木第10下田ビル7F
Tel 03（3354）4162　Fax 03（3354）4095

あとがきあとがき
　みなさま、今回の全青連は
どうでしたでしょうか？
　不慣れな点もあり、例年と
変わらない構成となっており

るよう楽しい写真なども交え
ながら作成していきますので、
楽しみにしていてくださいね。
広報部長　山木田　篤則

ますが、会長をはじめとする皆
様の熱い意気込みはビシビシと
伝わったのではないでしょうか。
　次回も、皆様に楽しんでいけ

定時総会懇親会スケッチ
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